
武雄市告示第６号 

 

 令和５年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和６年１月２３日 

 

                          武雄市長  小 松  政      

 

 

令和５年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、肥料価格の高騰により経済的な影響を受けている農業者の負担を軽減し、営農

意欲の向上及び農業経営の安定を図るため、化学肥料の使用量の２割低減に向けた事業（以下

「補助事業」という。）を実施する農業者が組織する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を

交付するものとし、その交付に関しては武雄市補助金等交付規則（平成１８年規則第４６号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

 （補助対象者等） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、補助対象経費及びこれ

に対する補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。 

 （暴力団の排除） 

第３条 前条の規定にかかわらず、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれかに該当する場

合は、補助対象者としない。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑷ 自己、組織若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑸ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

⑹ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 



⑺ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

２ 補助対象者は、前項第２号から第７号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法

人その他の団体又は個人であってはならない。 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条に規定する補助金交付申請書は、様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は１部とす

る。 

３ 補助対象者で補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、第１項の補助金交付申

請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定

する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金

額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請し

なければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかで

ない場合については、この限りでない。 

（補助金の交付の条件）  

第５条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 規則及びこの告示の規定に従うこと。 

⑵ 補助事業の内容について、別表の重要な変更欄に掲げる変更をしようとする場合において

は、市長の承認を受けること。 

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

⑷ 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

２ 前項第２号の規定により市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式

第２号のとおりとする。 

（実績報告） 

第６条 規則第９条に規定する実績報告書は、様式第３号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して３０日が経過した日又は補

助金の交付の決定に係る年度の３月３１日（次条第１項の規定により補助金の全額を概算払で

交付した場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の４月３０日）のいずれか早い日と

し、その提出部数は１部とする。 

３ 第４条第３項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提

出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これ



を補助金額から減額して報告しなければならない。  

４ 第４条第３項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を

提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税

額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した補助事業者については、その金

額が減じた額を上回る部分の金額）を武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金に係る消

費税仕入控除税額報告書（様式第４号）により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還

命令を受けてこれを返還しなければならない。 

（補助金の交付） 

第７条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。 

２ 規則第１１条第２項に規定する補助金交付請求書は、様式第５号及び第６号のとおりとする。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和６年１月２３日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 

別表（第２条、第５条関係） 

補助対象者 補助対象経費 補助金の額 重要な変更 備考 

農業協同組合、農事組

合法人、農地所有適格

法人、特定農業団体そ

の他市長が適当と認

める者で、次の各号の

いずれにも該当する

もの 

⑴ 補助事業を実施

する農業者が５人

以上であるもの 

⑵ 代表者が定めら

れているもの 

⑶ 定款、組織規程、

経理規程等の組織

運営に関する規程

が定められている

もの 

令和５年６月から令

和５年１０月末まで

の間に適用された価

格で農業者に販売さ

れた又は販売される

ことが確実と見込ま

れる肥料（肥料の品質

の確保等に関する法

律（昭和２５年法律第

１２７号）に基づく登

録又は届出がなされ

ているものとする。）

の購入費（以下「令和

５年の秋用肥料費」と

いう。）のうち令和３

年からの秋用肥料費

上昇分に係る経費 

（令和５年の

秋用肥料費－

令和３年の秋

用肥料費）×

０．８５ 

※ 算出され

た補助金の

額に１円未

満の端数が

生じたとき

は、これを

切り捨てる

も の と す

る。 

１ 補助事業

の中止又は

廃止 

２ 補助金の

増 

１ 令和３年

の秋用肥料

費＝令和５

年の秋用肥

料費÷価格

上昇率 

２ 価格上昇

率は、１．

４とする。 



様式第１号（第４条関係） 

   年  月  日 

 

武雄市長     様 

 

                      申請者 

                       住 所 

                       氏 名                                   

                       電話番号 

                       （注）本人（法人格のない団体の場合は代表者）が自

署（手書き）する場合は押印不要。（本人が自署

しない場合及び法人の場合は押印が必要） 

 

 

    年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付申請書 

 

年度において、下記のとおり武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業を実施したいので、

武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金  金         円を交付されるよう、

令和５年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 経費の配分及び負担区分 

区  分 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

負担区分 

備考 市費補助金 
（Ａ） 

その他 
（Ｂ） 

武雄市肥料価格

高騰対策緊急支

援事業費補助金 

 

円 
円 円 

 

合  計 円 円 円 － 

※ 備考欄には、補助金に係る消費税仕入控除税額を減額した場合には「除税額○○○円うち市費

○○○円」を、当該税額がない場合には「該当なし」と、当該税額が明らかでない場合には「含

税額」をそれぞれ記載すること。 

※ 事業費については、消費税額及び地方消費税額を含む金額を記入すること。 

 



３ 事業完了（予定）年月日     年  月  日 

 

４ 添付書類 

 ・肥料価格高騰対策事業取組計画書 

・化学肥料低減取組計画書 

・参加農業者名簿 

・発注日及び請求額等が分かる書類 

・必要に応じて、申請者の組織運営に関する規程 

  



様式第２号（第５条関係） 

年  月  日 

 

武雄市長     様 

 

                      補助事業者 

                       住 所 

                       氏 名                                             

                       電話番号 

                      （注）本人（法人格のない団体の場合は代表者）が自署

（手書き）する場合は押印不要。（本人が自署しな

い場合及び法人の場合は押印が必要） 

 

    年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金変更承認申請書 

 

年  月  日付け  第  号により補助金交付決定の通知があった  年度武雄

市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金について、下記の理由により事業の内容及び経費の配

分を変更し［金         円の追加交付（減額承認）を受け］たいので、令和５年度武

雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

（注１） 金額の変更のない変更申請の場合は［   ］の部分は、消去すること。 

（注２） 記以下は、補助金交付申請書に準じて作成すること。この場合において、同様式中「事

業の目的」を「変更の理由」に置き換え、事業計画及び経費の配分が変更前と変更後で

比較ができるように変更部分を二段書きとし、変更前を（  ）書きで上段に記載する

こと。 



様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

 

武雄市長     様 

 

                      補助事業者 

                       住 所 

                       氏 名                         

                       電話番号 

                      （注）本人（法人格のない団体の場合は代表者）が自署

（手書き）する場合は押印不要。（本人が自署しな

い場合及び法人の場合は押印が必要） 

 

    年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金実績報告書 

 

年  月  日付け  第  号で補助金交付決定の通知があった  年度武雄市肥

料価格高騰対策緊急支援事業費補助金について、下記のとおり事業を実施したので、令和５年度

武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて報告し

ます。  

 

記 

  

１ 事業の成果 

  

  

  

（注）記以下は、補助金交付申請書の様式に準じて作成すること。  



様式第４号（第６条関係） 

年  月  日 

 

武雄市長     様 

 

                      補助事業者 

                       住 所 

                       氏 名                             

                       電話番号 

                      （注）本人（法人格のない団体の場合は代表者）が自署

（手書き）する場合は押印不要。（本人が自署しな

い場合及び法人の場合は押印が必要） 

 

   年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定の通知があった  年度武雄市

肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金について、令和５年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援

事業費補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 確定補助金額                  金         円 

 （  年  月  日付け  第   号による額の確定通知額） 

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額   金         円 

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  金         円 

４ 補助金返還相当額（３－２）           金         円 

 

（注）消費税仕入控除税額の計算基礎となった資料、その他参考となる資料を添付すること。 



様式第５号（第７条関係） 

年  月  日 

  

武雄市長     様 

 

                      補助事業者 

                       住 所 

                       氏 名                         

                       電話番号 

                      （注）本人（法人格のない団体の場合は代表者）が自署

（手書き）する場合は押印不要。（本人が自署しな

い場合及び法人の場合は押印が必要） 

 

    年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付請求書 

 

年  月  日付け  第  号で額の確定通知があった  年度武雄市肥料価格高

騰対策緊急支援事業費補助金として、下記の金額を交付されるよう、令和５年度武雄市肥料価格

高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱の規定により請求します。 

 

記 

 

請求額          金        円 

 

内 訳  確 定 額   金        円 

    交 付 済 額   金        円 

 今回請求額   金        円 

            残 額   金        円 

 

（振込先） 

金融機関名 銀行・農協・組合・金庫 店・支所・出張所 

預 金 口 座  １ 普 通  ２ 当 座 口座番号   

口座名義人 
フ リ ガ ナ   

名 称   

 



様式第６号（第７条関係） 

年  月  日 

  

武雄市長     様 

 

                      補助事業者 

                       住 所 

                       氏 名                                     

                       電話番号 

                      （注）本人（法人格のない団体の場合は代表者）が自署

（手書き）する場合は押印不要。（本人が自署しな

い場合及び法人の場合は押印が必要） 

 

    年度武雄市肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付請求書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定の通知があった  年度武雄市肥料価格

高騰対策緊急支援事業費補助金として、下記の金額を交付されるよう、令和５年度武雄市肥料価

格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱の規定により請求します。  

 

記 

 

請求額          金        円 

 

内 訳  決 定 額   金        円 

    交 付 済 額   金        円 

 今回請求額   金        円 

            残 額   金        円 

 

（振込先） 

金融機関名 銀行・農協・組合・金庫 店・支所・出張所 

預 金 口 座  １ 普 通  ２ 当 座 口座番号   

口座名義人 
フ リ ガ ナ   

名 称   

（注）「概算払」で交付する場合の様式である。 


